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１．「知的財産戦略ビジョン」「知的財産推進
計画2018」策定の経緯

　我が国の知的財産戦略は、2002年の知的財産基本
法の成立以降、同法に基づき、我が国産業の競争力
強化及び国民生活の向上のため、内閣総理大臣を本
部長とする知的財産戦略本部（以下、知財本部）に
おいて知的財産推進計画を毎年作成し、その実施を
推進することにより進められてきた。

　この枠組みの下、我が国では「知財立国」の推進
に向けて、特許審査体制の強化や知財高裁設立をは
じめとする紛争処理機能の強化、国際標準化戦略の
強化などに取組み、また、2012年にはクールジャパ
ン戦略担当大臣の設置、2013年には「知的財産政策
ビジョン」策定と、着実に知財戦略を強化してきた。
　しかしながら近年、供給主導から需要主導へのイ
ノベーションの変質、シェアや共感を重視する価値
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観の広がり、SDGsへの関心の高まりなど、社会に
おける様々な本質的な変化が顕著になっている。そ
の中で、グーグルやアマゾンなどの米国企業に加え、
バイドゥやアリババなどの中国企業が世界をリード
し、データを巡っては米国と中国が争う中で、欧州
は制度で対抗する姿勢を見せている。
　知的財産がますます重要になる知識集約型社会に
おいて、我が国のビジョンを広く共有し、その実現
のために必要なシステムを設計すべく、昨年12月に
知財本部の下に「知的財産戦略ビジョンに関する専
門調査会（以下、ビジョン専門調査会）」を設置し、
12名の委員を総理任命して、2030年頃までを見据え
た新たな「知的財産戦略ビジョン」（以下、知財戦
略ビジョン）を検討した。
　また、知財本部では「知的財産推進計画2018（以
下、「推進計画2018」）の策定に向けて、昨年11月か
ら同本部の検証・評価・企画委員会の枠組みの下、
「産業財産権分野に関する会合」「コンテンツ分野に
関する会合」「知財のビジネス価値評価検討タスク
フォース」において議論を行った。各検討体におい
て取りまとめた成果を基に更なる検討を進め、本年
５月に素案を取りまとめた。
　知財戦略ビジョンは、中長期の社会と知的資産に
関する展望及び将来の知的財産システムの方向性を
示すものであり、知的財産推進計画は、このビジョ

ンに示された方向性を政府一体として実現するため、
当該年度に実施する施策と短中期の工程表を取りま
とめるものと位置づけられる。
　「知財戦略ビジョン」及び「推進計画2018」は、本
年６月12日に知財戦略本部において決定された。以
下において、「知財戦略ビジョン」及び「推進計画
2018」の概要について紹介したい。

２．「知的財産戦略ビジョン」の基本的な考
え方

　ビジョン専門調査会では、通常の役所の審議会と
は異なり、傍聴者を含めた出席者全員にチャタムハ
ウスルール（会議外で、発言者を特定した引用を行
わない）を適用した率直な意見を戦わせやすい環境
の中で、グループ討議を中心に活発な議論を行った。
　2030年頃までを見据えたビジョンの策定のため、
まず、将来につながる現在の環境変化や予兆を踏ま
えた上で、将来の社会像を検討した。デジタル化の
進展の中で、逆に実体験など「リアル」の価値が向
上する、生き方・働き方が多様になり、会社など組
織への所属も柔軟になる、幸せが多様化し、新しい
価値観が広がる、といった点が指摘された。
　その将来の社会における「価値」とそれを生む仕
組みを整理した上で、それを実現する具体的なシス
テムの検討にあたっては、世界のどこでも真似でき

【参考：新たな知的財産戦略ビジョン策定の背景】


